
１　総括
（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、２６年４月１日現在の人数である。

（３）ラスパイレス指数の状況

 　　　
　　　 ２ 「類似団体平均」とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

　 ３　平成24年及び平成25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の
値である。

　　給与費 B/A　　　　　　　

（参考）一人当たり

千円

6,378

（参考）中核市平均

一人当たり給与費

6,156

　　　　　　　　　　　％

13.0

千円

住民基本台帳人口 実 質 収 支

別紙３

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

3,174,031

人 千円

　　　　（27年１月１日）

156,848,951

（参考）

区　　分

13.1

26年度 　　　　　　　千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費職員数

25年度の人件費率

　　　　　　％　　　　　千円

Ｂ／Ａ

千円

人 件 費 人 件 費 率

5,260,882

　　　　　千円

千円

13,131,5922,133

（注） １ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）
  を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を100として計算
  した指数。

26年度 　　　　　千円

　　　　　　Ｂ

人　

20,519,796375,341

職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ　　　　　　Ａ 給　 料

8,468,125 1,489,436

※　２７年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、
③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み

５５歳以上の職員の昇給停止を行っていない等が要因であり、類似都市の状況等を考慮し、改正を検討していく。

高崎市の給与・定員管理等について

(H24.4.1) 

99.6 

(H24.4.1) 

100.6 (H24.4.1) 

98.8 (H25.4.1) 

99.4 

(H25.4.1) 

100.1 (H25.4.1) 

98.5 

(H26.4.1) 

99.7 

(H26.4.1) 

99.9  (H26.4.1) 

98.6  (H27.4.1) 

100.1 

(H27.4.1) 

100.1 (H27.4.1) 

98.7 

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

高崎市 類似団体平均 全国市平均 
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（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

［　実施　　未実施］

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

②地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（参考）

③その他の見直し内容

（５）特記事項

平成２７年度の支給割合

４月１日時点 遡及改定後

見直し後の支給割合
（H28.4.1）

6%

6%

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等に取り組
むとされている。

（給料表の改定実施時期）平成２７年４月１日
（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。激変緩和のため、３年間（平成３０年３月３
１日まで）の経過措置（現給保障）を実施。
他の給料表については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

（支給割合）国基準６％に対し、高崎市においても６％を支給。
（実施時期）平成２７年４月１日より実施。段階的に支給割合を引上げることとし、平成２７年４月１日時点度は４％、給与改定
後は平成２７年４月に遡及し５％を支給

5%

4%

4%

管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施）

なし

5%

国基準による支給割合

高崎市の支給割合

平成２６年度の支
給割合

3%

3%
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２７年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

高崎市 48.4 歳 159 人 円 円 円

45.5 歳 68 人 円 円 円 44.7 歳 円

51.4 歳 21 人 円 円 円 45 歳 円

53.0 歳 29 人 円 円 円 55 歳 円

47.5 歳 41 人 円 円 円

群馬県 50.9 歳 116 人 円 円 円

国 50.2 歳 2994 人 円 円

類似団体 48.1 歳 281 人 円 円 円

高崎市

円 円

円 円

円 円

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成２４～２６年の３ヶ年平均）

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された

　期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

2.07

－

1.35

1.28246,900

289,500

200,300

311,439 355,790

315,910 調理師

1.58

1.49

－

284,674

335,902

303,843

368,847

376,975

361,281

343,147

6,643,136

6,244,900

4,960,196

315,446

332,281

－ －

289,141

（Ｄ）

2.40

－その他

廃棄物処理

うち用務員

389,455

415,001

328,318

362,807

うち清掃職員

うち学校給食員

339,700

348,803

338,683

372,004 －

用務員

396,683 365,790

3,952,300

3,345,400

－ － －

区　　分
年収ベース（試算値）の比較

うち学校給食員

うち清掃職員

うち用務員 2,774,400

－ － －

－ － － －

－ － －

民　　　　　間 参　　考

Ａ／Ｂ

41.8

の類似職種

平均年齢

(Ｂ)

420,468

区　　分

344,600

―

高崎市

群馬県

（国比較ベース）

331,110

369,585

43.7

国

381,281

375,257

408,996

平均給与月額

対応する民間

(A)

平均給与月額

（国比較ベース）

公　　務　　員

平均年齢

平均年齢

Ｃ／Ｄ

43.5

323,570

平均給与月額

類似団体

区　　分

334,283

－

参　　　　考

平均給料月額 平均給与月額

401,106

公務員

（Ｃ）

民間

－

平均給与月額職員数 平均給料月額

42.7

414,934

－ － －
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　　　③教育職

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１ 「平均給料月額」とは、２７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。
      ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間　　　　　 
　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお
　　　　いて明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース

　　　　（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

（２）職員の初任給の状況（２７年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２７年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

389,200

技能労務職

一般行政職

経験年数１０年

大　学　卒

高　校　卒

高　校　卒

区　　分

経験年数２０年

393,099

395,800群馬県

平均年齢

高崎市

46.1 393,751

44.9

類似団体

349,09042.0

平均給料月額 平均給与月額

459,987

179,300

449,143

174,200

群　馬　県高　崎　市 国区　　　　　分

大　学　卒一般行政職

142,100高　校　卒

174,200

高　校　卒

142,100

141,000149,000

257,600

223,000 296,300

351,700

333,300

368,000

区　　　　分

技能労務職

403,700

経験年数３０年

288,500

145,400

139,500

367,800

経験年数２５年

347,900

390,300
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（１） 一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（２７年４月１日現在）

（注）１　高崎市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

　（注） 平成○年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ　（注）平成２７年に８級制から９級制に変更している。

（２）昇給への勤務成績の反映状況
地方公務員法第４０条に基づき、毎年１０月１日を評定日として、部長、課長を除く職員に対して勤務成績の評定
を実施している。昇給時に評定結果を反映させている。

467,400円

443,700円

379,800円

391,800円

409,000円317,000円

10.5％

361,300円

8.2％

係長

課長

標準的な職務内容

９　　級

35.6％

1.5％

区　　分

６　　級

151人

117人

７　　級
25人

８　　級
21人

４　　級

課長補佐

職員数

課長

構成比

0.3％4人

５　　級

457,200円

部長
406,900円

526,300円

1.7％

511人

部長

286,200円

１号給の
給料月額

259,900円

最高号給の
給料月額

３　　級 主任主事
315人 22.0％ 226,400円 348,800円

２　　級 主事
233人 16.2％ 190,200円 303,000円

１　　級 主事補
58人 4.0％ 140,100円 246,100円

１級 

4.0% 

１級 

3.1% 

１級 

3.5% 

２級 

16.2% 
２級 

14.9% 
２級 

10.3% 

３級 

22.0% 
３級 

23.7% 

３級 

35.9% 

４級 

35.6% 

４級 

37.2% 

４級 

23.5% 

５級 

10.5% 

５級 

11.5% ５級 

17.5% 

６級 

8.2% 

６級 

7.0% 

６級 

6.5% 

７級 

1.7% 

７級 

0.9% 

７級 

1.2% 

８級 

1.5% 

８級 

1.7% 

８級 

1.6% 

９級 

0.3% 

９級 

0.0% 

９級 

0.0% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２７年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 
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４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

千円 千円

（２６年度支給割合） （２６年度支給割合） （２６年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

 ○勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

（２）退職手当（２７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２６年度に退職した職員に支給された平均額である。

（３）地域手当（２７年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

1.45

5

国の制度（支給率）

272,033

高　　　　　崎　　　　　市 群　　　　　馬　　　　　県

支給対象地域

高崎市

支給率

支給実績（２６年度決算）

100.1

支給対象職員数

2,345

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算）

5,830

5

116,006

地域手当補正後ラスパイレス指数
（ラスパイレス指数）

国

―

（注）　地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員
の給与水準を比較するため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。
（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当
支給率）により算出。）

（100.1）

0.70 1.45 0.70 1.45

１人当たり平均支給額（２６年度）

1,490

１人当たり平均支給額（２６年度）

1.502.601.502.60

・役職加算　５～２０％ ・役職加算　５～２０％

・管理監督者加算　１０～２５％

1,721

・役職加算　５～２０％

・管理監督者加算　１０～２５％

0.70

1.502.60

①成績の判定 ②支給率 ③適用できる職員の割合
１.極めて優れている １…＋０．２月 １.「２」の区分に該当する職員のうち100分の20以下

２.優れている ２…＋０．１月 ２.100分の15以下
３.良好である ３…±０月 ３.－
４.やや劣っている ４…－０．１月 ４.制限なし
５.劣っている ５…－０．２月 ５.制限なし

20.445

定年前早期退職特例措置2～45％

25.55625

国

49.59

41.325

29.145

高　　　　　　　　　　　崎　　　　　　　　　　　市

20,775

20.445

29.145

49.59

49.59

34.5825

定年前早期退職特例措置2～45％

25.55625

34.5825

41.325 49.59

49.59 49.59
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（４）特殊勤務手当（２７年４月１日現在）

千円

　円

　％

（５）時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

徴税の事務に従事した職員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13種類

支 給 実 績 （ ２ ５ 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ６ 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ ２ ６ 年 度 決 算 ）

手当の種類（手当数）

職員全体に占める手当支給職員の割合（２６年度）

支給実績（２６年度決算）

0千円 日額５００円

税務手当

22,106

左記職員に対する支給
単価

主な支給対象業務
支給実績

（２６年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算）

主な支給対象職員

248,598

139

230,278

80,386

11.7

133

災害の拡大を防止するために行う災
害応急対策又は応急的な災害復旧
の業務に従事した職員

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ５ 年 度 決 算 ）

手当の名称

災害業務手当

水質等試験手当 環境政策課
河川の水、工場排水その他有害物
質の採取又は分析試験の業務に従
事した職員

31千円 日額２００円

清掃管理課
夏季期間にごみ収集又はごみ処理
の業務に従事した職員

3,369千円 日額８００円

清掃管理課

2,669千円 日額３００円納税課

社会福祉業務手当 社会福祉課
生活保護、障害者福祉又は児童福
祉に係る現業を行う職員

5,823千円 月額５，０００円

清掃業務手当

清掃管理課

夏季期間（6月1日から9月30日までを
いう。以下同じ）以外の期間にごみ収
集又はごみ処理の業務に従事した
職員

5,758千円 日額７００円

社会福祉課
行旅死亡人の取扱業務に従事した
職員

0千円 １回５，０００円

道路等における犬、猫等の死体処理
の業務に従事した職員

239千円 １回１００円加算

用地取得等交渉業務手当 市街地整備課
土地の取得等の交換業務に従事し
た職員

467千円 日額２００円

行旅病人及び行旅死亡人
取扱手当

社会福祉課
行旅病人の救護業務に従事した職
員

0千円 １回２，０００円

防疫等業務手当 保健予防課

感染症のまん延の防止のために行う
防疫等の業務に従事した職員
結核患者に対する訪問指導の業務
に従事した職員

87千円 日額３００円

土木業務手当 道路維持課
道路、橋りょう、河川等の補修又は舗
装の業務に従事した職員

287千円 日額２００円

衛生検査手当 保健予防課
血液、尿便、生化学等の臨床検査の
業務に従事した職員

54千円 日額２５０円

浄水場等業務手当 倉渕支所農林建設課
浄水場、水源等で塩素等危険物の
取扱業務に従事した職員

0千円 日額２００円

食品微生物検査手当 生活衛生課
食中毒原因微生物等の食品微生物
検査その他の試験検査の業務に従
事した職員

137千円 日額２００円

犬等取扱業務手当 生活衛生課
犬等の捕獲、引取、処分又は検診の
業務に従事した職員

365千円 日額４００円
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（６）その他の手当（２７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

円

国の制度
との異同

221,412 千円

手　当　名
国の制度と
異なる内容

支給実績
（２６年度決算）

平均支給年額
支給職員１人当たり

（２６年度決算）

224,556

住居手当 同じ 122,612 千円 100,337

扶養手当 同じ

178,635 千円 83,985

管理職手当 同じ 394,440 千円 687,178

通勤手当 一部異なる
交通用具
使用者の
支給額

休日勤務手当 同じ 11,734 千円

宿日直手当 同じ 5,582 千円 19,051

管理職員特別勤務手当 同じ 8,442 千円 23,713

内容及び支給単価

1　管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営
の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末
年始の休日等に勤務した場合に給する。
部長　10,000円
課長　8,500円
課長補佐　7,000円
係長　6,000円

２　管理職員が臨時又は緊急の必要により週休日等以外
の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務
時間以外の時間に勤務した場合に給する。
部長　5,000円
課長　4,300円
課長補佐　3,500円
係長　3,000円

宿日直勤務を命ぜられた職員が勤務した場合に支給
日直手当　4,200円

祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正
規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正
規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間当
たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手
当として支給

管理または監督の地位にある職員に対して職務の特殊性
に基づき支給

部長　94,000円（104,200円）
課長　72,700円（77,400円）
課長補佐　59,500円（62,300円）
係長　46,300円

１　交通機関利用者
　運賃相当額を支給（月額55,000円を限度）

２　交通用具使用者
2km以上5km未満　4,500円
5km以上10km未満　5,500円
10km以上15km未満　8,500円
15km以上20km未満　11,600円
20km以上25km未満　14,600円
25km以上30km未満　17,600円
30km以上35km未満　20,700円
35km以上40km未満　23,700円
40km以上45km未満　26,800円
45km以上50km未満　29,800円
50km以上　32,800円

月額12,000円を超える家賃を支払う職員に家賃月額により
月額27,000円を限度に支給

１　配偶者　月額13,000円

２　扶養親族たる父母等　6,500円(職員に配偶者がない場
合にあってはそのうち1人については11,000円)
扶養親族である子のうちに満15歳に達する日後の最初の4
月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの
間にある子についてはそれぞれ5,000円を加算

25,960
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５　特別職の報酬等の状況（２７年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         
     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

６　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口1万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

対前年
増減数

主な増減理由

△ 4237

△ 1

＜参考＞

56.62

[   0   ］

△ 2

62.93

43.03

副市町村長

＜参考＞

61.12

△ 6

平成２７年

748,600

850,0001,180,000

529,000748,000

市区町村長

報

酬

960,000

給 料 月 額 等区　　　分

副市町村長

普
通
会
計
部
門

市区町村長

副市町村長

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

45 46

（参考）類似団体における最高／最低額

827,000

18

職 員 数

17

261
1

78

期
末
手
当 副 議 長 4.05

備　　　　考

0

241小　計

計

一
般
行
政
部
門

商工
土木

小　計

510

下水道 66

261

教育部門

2,134

議 長

議 長

副 議 長

議 員

平成２６年

農林水産 80

給

料

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

2,362

1,615

[   2,628   ］

516

70

△ 2

700,000

合　　計

1,618

＜参考＞

2,125

43.64

△ 9

△ 1

△ 3

退
職
手
当

水道 71

103 △ 1
64

△ 13

その他

[   2,628   ］
2,375

104

労働 3 3 0

　　（２６年度支給割合）市区町村長

任期ごと

880,000×在職月数×0.3 12,672,000

衛生 250 247 △ 3

510,000議 員

588,000

民生 447 448 1
税務 162 162 0

1,100,000

880,000

635,000

605,000

570,000

1,100,000×在職月数×0.5 26,400,000

4.05

　　（２６年度支給割合）

任期ごと

総務 352 353 1
議会
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（２）年齢別職員構成の状況（２７年４月１日現在）

　

（３）職員数の推移

（単位：人・％）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。
　　　２　合併した団体にあっては、合併前の年については合併前の旧団体の合計職員数。

2,375 2,362

２７年

510 △160（23.9％）

普通会計計 2,346 2,244 2,204

教育 555 538

△237（9.1％）

過去５年間
の増減数（率）

1,629 1,618

529

1,615

2,402

△61（3.6％）

　　　　　　　　　　年　　度

部門別

一般行政 1,676 1,689

２３年２２年 ２５年

516

２６年２４年

1,666

670

249 244

△221（9.4％）

241

2,158 2,134

237 △16（6.3％）

2,125

人

～

32歳

人

2,362222 285 1

計

48歳

公営企業等会計計 253 249

未満

20歳 24歳

～ ～

区　分

～ ～ ～ ～

56歳 60歳52歳44歳

以上

人 人 人 人 人 人 人

39歳

人

43歳 47歳

192238

23歳 27歳 31歳

人

59歳

総合計 2,599 2,493 2,453

200 261
職員数

36歳

35歳

～
20歳

2

人 人

55歳51歳
～ ～

28歳 40歳

354 272 24788

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比 

５年前の構成比 

% 
（例） 
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７　公営企業職員の状況
（１）水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費111,733千円を含まない。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２７年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（26年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分

（ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　５～２０％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２６年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

区　　分 総費用 純損益又は実質
収支

総費用に占める

職員給与費比率 ２５年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

26年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

6,621,771 99,207 496,647 7.5 9.2

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）市町村平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　B/A 一人当たり給与費

26年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

84 324,872 50,204 119,894 494,970 5,893 6,219

　　　　　　区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

高崎市 43.4 365,035 544,609

団体平均 44.9 348,021 517,229

高　　　　　　　　　　　崎　　　　　　　　　　　市 市町村平均 （政令指定都市を除く）

１人当たり平均支給額（26年度） １人当たり平均支給額（26年度）

1,018 1,484

―
2.60 1.50

1.45 0.70

―

高　　　　　　　　　　　崎　　　　　　　　　　　市 市町村平均 （政令指定都市を除く）

―

20.445 25.55625

29.145 34.5825

41.325 49.59

49.59 49.59

定年前早期退職特例措置　2～45％

0 18,849 15,286
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（２７年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２７年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

支給実績（２６年度決算） 10,468

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算） 121,715

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

高崎市 5 86 5

支給実績（２６年度決算） 6

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算） 914

職員全体に占める手当支給職員の割合（２６年度） 8.1

手当の種類（手当数） 7種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（２６年度決算）
左記職員に対する支給

単価

用地取得等交渉業務手当
土地の取得等の交渉業務に
従事した職員

0千円 日額　200円

料金等徴収・停水業務手当
水道料金等の滞納整理又は
給水停止処分の執行の業務
に従事した職員

0千円 日額　300円

修繕等業務手当
工務課　維持管理担当
浄水課　各上下水道事務所

給配水管等の修繕又は漏水
調査の業務に直接従事した
職員

3千円 日額　200円

浄水場等業務手当
浄水課　若田浄水場
浄水課　各上下水道事務所

浄水場、水源等で塩素等危
険物の取扱業務に従事した
職員

3千円 日額　200円

水質等試験手当 維持管理課　管理担当
下水等の水質試験又はこれ
に伴う汚水、汚泥の採取等
の業務に従事した職員

0千円 日額　200円

下水処理業務手当 施設課　施設管理担当

1　夏季期間(6月1日から9月
30日までをいう。以下同じ。)
以外の期間に下水終末処理
場若しくは下水中継ポンプ
場の下水処理又は公共下水
道管渠等のしゅんせつの業
務に従事した職員

0千円 日額　700円

2　夏季期間に下水終末処
理場若しくは下水中継ポン
プ場の下水処理又は公共下
水道管渠等のしゅんせつの
業務に従事した職員

0千円 日額　800円

災害業務手当

災害の拡大を防止するため
に行う災害応急対策又は応
急的な災害復旧の業務に従
事した職員

0千円 日額　500円

支 給 実 績 （ ２ ５ 年 度 決 算 ） 4,067

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ５ 年 度 決 算 ） 64

支 給 実 績 （ ２ ６ 年 度 決 算 ） 4,918

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ６ 年 度 決 算 ） 75

２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（２６年度決算）」と同じ年度の
４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員
を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。
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カ　その他の手当（２７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

（２６年度決算）
内容及び支給単価

一般行政
職の制度と
の異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績

同じ 10,211 千円

支給職員１人当たり
手　当　名 （２６年度決算） 平均支給年額

226,911

住居手当
月額12,000円を超える家賃を支払う職員に家賃月額
により月額27,000円を限度に支給

同じ 4,754 千円 95,080

扶養手当

１　配偶者　月額13,000円
２　扶養親族たる父母等　6,500円(職員に配偶者がな
い場合にあってはそのうち1人については11,000円)
扶養親族である子のうちに満15歳に達する日後の最
初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月
31日までの間にある子についてはそれぞれ5,000円を
加算

千円 692,050

通勤手当

１　交通機関利用者
　運賃相当額を支給（月額55,000円を限度）
２　交通用具使用者
2km以上5km未満4,500円
5km以上10km未満5,500円
10km以上15km未満8,500円
15km以上20km未満11,600円
20km以上25km未満14,600円
25km以上30km未満17,600円
30km以上35km未満20,700円
35km以上40km未満23,700円
40km以上45km未満26,800円
45km以上50km未満29,800円
50km以上32,800円

同じ 5,814 千円

同じ 0 千円

76,500

管理職手当

管理または監督の地位にある職員に対して職務の特
殊性に基づき支給

部長　94,000円（104,200円）
課長　72,700円（77,400円）
課長補佐　59,500円（62,300円）
係長　46,300円

同じ 13,841

0

管理職員特別
勤務手当

１　管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の
運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若
しくは年末年始の休日等に勤務した場合に給する。

部長　10,000円
課長　8,500円
課長補佐　7,000円
係長　6,000円

２　管理職員が臨時又は緊急の必要により週休日等
以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正
規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に給する。

部長　5,000円
課長　4,300円
課長補佐　3,500円
係長　3,000円

同じ 193 千円 17,545

宿日直手当
宿日直勤務を命ぜられた職員が勤務した場合に支給
日直手当　4,200円

13



（２）公共下水道事業（特定環境保全公共下水道事業を含む）
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

（注）資本勘定支弁職員に係る職員給与費149,528千円を含まない。

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２７年３月３１日現在の人数である。

イ　 特記事項

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（26年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分

（ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　５～２０％

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当（２７年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分

その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２６年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当

区　　分 総費用 純損益又は実質
収支

総費用に占める

職員給与費比率 ２５年度の総費用に占

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

26年度 　　　　千円 千円　 千円　 ％ ％

7,389,705 1,445,293 418,635 5.7 7.1

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）市町村平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　B/A 一人当たり給与費

26年度 人 千円 千円 　　　　　千円 千円 千円 千円

68 272,978 50,948 106,185 430,111 6,325 6,190

　　　　　　区　　分 平均年齢 基本給 平均月収額

高崎市 44.5 368,504 551,914

団体平均 43.9 346,189 515,436

高　　　　　　　　　　　崎　　　　　　　　　　　市 市町村平均 （政令指定都市を除く）

１人当たり平均支給額（26年度） １人当たり平均支給額（26年度）

1,230 1,468

―
2.60 1.50

1.45 0.70

―

高　　　　　　　　　　　崎　　　　　　　　　　　市 市町村平均 （政令指定都市を除く）

―

20.445 25.55625

29.145 34.5825

41.325 49.59

49.59 49.59

定年前早期退職特例措置　2～45％

0 21,634 9,151
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（２７年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当（２７年４月１日現在）

千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）１ 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

支給実績（２６年度決算） 9,002

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算） 134,351

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

高崎市 5 66 5

支給実績（２６年度決算） 1,347

支給職員１人当たり平均支給年額（２６年度決算） 84,163

職員全体に占める手当支給職員の割合（２６年度） 23.9

手当の種類（手当数） 7種類

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務
支給実績

（２６年度決算）
左記職員に対する支給

単価

用地取得等交渉業務手当
土地の取得等の交渉業務に
従事した職員

0千円 日額　200円

料金等徴収・停水業務手当
水道料金等の滞納整理又は
給水停止処分の執行の業務
に従事した職員

0千円 日額　300円

修繕等業務手当
工務課　維持管理担当
浄水課　各上下水道事務所

給配水管等の修繕又は漏水
調査の業務に直接従事した
職員

0千円 日額　200円

浄水場等業務手当
浄水課　若田浄水場
浄水課　各上下水道事務所

浄水場、水源等で塩素等危
険物の取扱業務に従事した
職員

0千円 日額　200円

水質等試験手当 維持管理課　管理担当
下水等の水質試験又はこれ
に伴う汚水、汚泥の採取等
の業務に従事した職員

12千円 日額　200円

下水処理業務手当 施設課　施設管理担当

1　夏季期間(6月1日から9月
30日までをいう。以下同じ。)
以外の期間に下水終末処理
場若しくは下水中継ポンプ
場の下水処理又は公共下水
道管渠等のしゅんせつの業
務に従事した職員

837千円 日額　700円

2　夏季期間に下水終末処
理場若しくは下水中継ポン
プ場の下水処理又は公共下
水道管渠等のしゅんせつの
業務に従事した職員

498千円 日額　800円

災害業務手当

災害の拡大を防止するため
に行う災害応急対策又は応
急的な災害復旧の業務に従
事した職員

0千円 日額　500円

支 給 実 績 （ ２ ５ 年 度 決 算 ） 3,628

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ５ 年 度 決 算 ） 82

支 給 実 績 （ ２ ６ 年 度 決 算 ） 3,963

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ６ 年 度 決 算 ） 90

２　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（２６年度決算）」と同じ年度の
４月１日現在の総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員
を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。
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カ　その他の手当（２７年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

（２６年度決算）
内容及び支給単価

一般行政
職の制度と
の異同

一般行政
職の制度と
異なる内容

支給実績

同じ 9,644 千円

支給職員１人当たり
手　当　名 （２６年度決算） 平均支給年額

235,220

住居手当
月額12,000円を超える家賃を支払う職員に家賃月額
により月額27,000円を限度に支給

同じ 4,161 千円 84,918

扶養手当

１　配偶者　月額13,000円
２　扶養親族たる父母等　6,500円(職員に配偶者がな
い場合にあってはそのうち1人については11,000円)
扶養親族である子のうちに満15歳に達する日後の最
初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月
31日までの間にある子についてはそれぞれ5,000円を
加算

通勤手当

１　交通機関利用者
　運賃相当額を支給（月額55,000円を限度）
２　交通用具使用者
2km以上5km未満4,500円
5km以上10km未満5,500円
10km以上15km未満8,500円
15km以上20km未満11,600円
20km以上25km未満14,600円
25km以上30km未満17,600円
30km以上35km未満20,700円
35km以上40km未満23,700円
40km以上45km未満26,800円
45km以上50km未満29,800円
50km以上32,800円

同じ 5,059 千円

管理職手当

管理または監督の地位にある職員に対して職務の特
殊性に基づき支給

部長　94,000円（104,200円）
課長　72,700円（77,400円）
課長補佐　59,500円（62,300円）
係長　46,300円

同じ 17,433 千円

宿日直勤務を命ぜられた職員が勤務した場合に支給
日直手当　4,200円

同じ 0 千円

80,302

726,375

0

管理職員特別
勤務手当

１　管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の
運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若
しくは年末年始の休日等に勤務した場合に給する。

部長　10,000円
課長　8,500円
課長補佐　7,000円
係長　6,000円

２　管理職員が臨時又は緊急の必要により週休日等
以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正
規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に給する。

部長　5,000円
課長　4,300円
課長補佐　3,500円
係長　3,000円

同じ 336 千円 19,765

宿日直手当

16


